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Abstract 

This study analyzes the measures taken at the regional level by the local military government to encourage the formation 

of PTAs (Parent-Teacher Associations) in occupied Japan after World War II. This paper focuses on the differences between 

Fukuoka's “registration system” and Kumamoto's “certification system” which were unique PTA policies promoted by the 

local military government. After that, it summarizes the issues of Fukuoka's "registration system" as a model case for PTA 

development in other prefectures in the Kyushu area since 1950, and outlines the PTA-related trends in each prefecture in 

the Kyushu area during the late occupation period. 

Although the case of Fukuoka Prefecture served as a reference case for other prefectures, the problem of democratic 

development in actual activities after registration was pointed out as an issue in the registration system. This paper 

summarizes that the issues of PTA in Kyushu region as "lack of administrative support for PTA development," "financial 

burden on PTAs to school support," and "challenges regarding to women's issues" persisted. 

 

Keywords： Parent-Teacher Association, Occupation policy, Military government 
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地域レベルにおける戦後 PTAの定着過程 

―九州軍政の取り組みを中心に― 

 

1  はじめに 

1.1  研究の背景 

終戦直後，日本は民主社会への転換期を迎え，

GHQ の主導の下，政治・経済・教育等における大

規模な改革に迫られた。PTA は，戦後教育改革の

中で「教育の民主化・分権化」を目標として奨励

され，以前までの学校後援組織（父兄会・保護者

会・母の会など）はこの改革を以て PTA として

再編されることになる。また PTA の地域への定

着過程は， GHQ ・CI&E（民間情報教育局）と文

部省の方針に枠づけられていた。 

一方， GHQ 占領期における教育施策の展開は，

その多くの部分において各地域を管轄する地方

軍政の指針に影響されていた。地方軍政部の教育

担当官は，GHQ の方針における伝達や指導助言を

目的としつつ，各地の状況を把握して，実情に即

する指導を与えるため，日本人行政関係者と交流

をしていた。そのため，戦後 PTA は GHQ 占領

軍によって推奨されてから本格的にその再編が

強いられてきたものの，その展開の様子は，全国

一斉ではなく，各地域の教育環境や行政および民

間の動きによって多様であった。つまり， PTA 

の地域への定着過程の正確な全容把握には，実証

的な地域研究・事例研究が不可欠である。 

 

1.2  先行研究 

戦後教育改⾰期の PTA を研究対象としている

先⾏研究としては， PTA が教育の地⽅分権化を

推進する⽅法として提案されたことに着⽬して

いるものがいくつかある。井上（1987）は，GHQ 

が記録した史料の分析から戦後 PTA 政策の形成

過程を整理し， PTA が⽗⺟と教師が協⼒して児

童の教育福祉を保障するに有効な「諮問機関」と

して提起されたことを明らかにした。大矢（1987）

は，戦後教育改⾰の重要な概念の⼀つであった

「地域と学校の結合」という観点から，それが

PTA という形としてどのように具体化されたか

を考察した。ここでの PTA は，地域住⺠の教育

意識を直接的に反映する可能性を持つものとし

て理解され， CI&E が PTA の発展のために重要

だと思っていたことの一つは「政府や地⽅当局に

よる統制から⾃由になること」である。 

平井(2013)は，PTA の規約準則への分析から， 

CI&E は民間団体としての自発性やグラスルーツ

的な発展を PTA に期待していたが， CI&E と⽂

部省による「参考規約」の作成及び配布により，

PTA の組織や運営⽅式は結果的に上から降ろさ

れるようなものになったと指摘した。この参考規

約の存在自体が，PTA の組織理念の背景にある

アソシエーション的な理念の価値について住民

自らが検討する機会を奪う結果になったと分析

している。このような先行研究は，教育の分権化

という教育改革の目標を前提として，政府や他の

団体に支配されない自律的な組織として PTA を

提起している。 

また，地方軍政部の方針による PTA 育成に関し

ては，杉村（1991）や阿部（1983）によって，中

央とは異なる形で地域単位の教育施策が展開さ

れていった様子が確認されている。特に，杉村

（1991）は福岡県の「登録制」や熊本県の「認定

制」が実施された経緯を明らかにしている。ただ，

国内で発行された地域史編纂資料や日本人関係
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者の証言に依存しているため，地方軍政部が実際

に行った多様な PTA 関連活動や PTA 育成におけ

る意向に関しては記述が少ない。そのため，地方

軍政部の記録と日本の地域史料を総合的に取り

上げ，PTA 発足における戦後占領期の状況をみる

ことは，日本の PTA の特質における分析に資す

ると考える。 

上述した先行研究の成果を踏まえ，本研究の意

義は以下の二つが挙げられる。一つは，戦後の地

方単位における PTA 関連政策に関して，占領期

全般における地方軍政の動きをまとめたことで

ある。特に，本稿では，地方軍政の活動記録や各

地の行政から GHQ に報告された文書を分析する

ことによって，戦後の新しい PTA を導入した占

領軍の意図をより明確にし，当時の日本の状況と

の関係から PTA 結成における実情を考察した。 

二つは，占領期の PTA 結成に関する地域レベル

の史料発掘をしていることにある。本稿では，PTA

研究の資料として，1945 年から 1949 年の間に日

本で出版された雑誌を収録している「プランゲ文

庫」から九州地域の教育・PTA関連資料を選別し

た。また，県図書館，郷土資料館で所蔵している

教育委員会発行物や学校誌等から，占領期の PTA

結成に関する記録や関係者の発言を抽出した。以

上のようにより地域の実情に沿った具体的な資

料を掘り出し，占領期当時の PTA の様子を描く

ことは，日本の PTA 誕生における課題分析に資

するものである。 

 

1.3  研究の目的と方法 

本研究は，GHQ 占領期における PTA 結成につい

て，地方軍政による各地域の独自的な動きからみ

られた成果と課題を九州地区の事例に即して考

察する。 

本稿の目的は大きく２つである。一つ目は，地

域レベルにおける教育政策の展開，特に PTA 推

進における軍政部の取り組みを中心にその展開

の様子を明らかにする。それによって，戦後占領

軍が PTA 政策を推進した意図はどういうもので

あったのか，その詳細をみる。資料としては，九

州軍政の「月間活動報告書」（Monthly Military 

Government Activity Report），各地域の報告を

集めた CI＆E の文書，地域史編纂資料等を用い

る。 二つ目は，戦後の新しい PTA 結成を目的と

して推進された制度的措置の実際をみる。つまり，

各 PTA の対応や保護者等の日本人関係者は当時

の状況をどのように理解していたのか，その実態

を抽出することである。分析データとしては，占

領期発行された県教育委員会関連資料，学校誌，

地方紙，教育・PTA 関連雑誌等である。本稿は，

戦後地方軍政の独自的な PTA 育成策がみられる

福岡県を調査対象となる地域に選定し，その地域

を管轄していた九州地区軍政部の動きや学校関

係者等の声を読み取り，戦後地域レベルにおける

PTA 結成の実際を探ることを試みる。 

  研究方法としては，2021年 6 月から 8 月まで

国会図書館憲政資料室に保管されている九州地

⽅の軍政記録を分析し，戦後直後の地域レベルに

おける PTA の取り組みに関する内容を抽出した。

その後，9 月から 12 月にかけ，占領期の PTA 関

係者の実際の声はどうであったのかを知るため

に，同時期の PTA 活動に関する地域史料を調査

した。地域史料の収集に関しては，県図書館や郷

土資料館，公文書館等の協力を得ている。 

 

2  戦後 PTA 構想の概要 

PTA の地域への定着過程は，GHQ・CI&E（民間情

報教育局）と文部省の方針に枠づけられていた。

戦後 GHQ 占領期の PTA の育成過程における重要

な分岐点となった内容は以下のようである。 
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表 1 戦後 GHQ 占領期中央レベルにおける PTA

関連施策（1） 

1946年 3 月 「第一次アメリカ教育使節団報告

書」 

1946年 4 月 CI＆E 成人教育担当官にネルソン

(J.M, Nelson)赴任 

1946年 10月 ネルソンから文部省社会教育局に

PTAを提言 

1947年 3 月 文部省「父母と教師の会－教育民主

化の手引き」完成 

1947年 5 月 全国各地で開催された第 1 回社会教

育研究大会で「手引き」を配布 

1947年 10月 ネルソンの提案により文部省内に

「PTA 委員会」を設置 

1948年 4 月 文部省「第一回全国 PTA 実態調査」

実施 

1948 年 

7-12 月 

CI＆E の PTA 担当顧問としてアメリ

カからコロン(R. Cologne)が来日 

1948年 10月 「第一次 PTA 参考規約」完成 

 

上記のような過程を経て，戦後の PTA が出発す

ることになる。CI&E は，本格的に PTA 育成にお

ける指導助言を開始する前，「日本の PTA」につ

いて調査し，「日本の学校には戦前から PTA のよ

うな団体が 50 年以上も存在してきたが，それに

関する体系的な資料はほとんど残っておらず，学

校が設立されると慣習的に父兄会や保護者会，母

の会，後援会などを作ってきた」（2）ことから，そ

の旧来組織を新たな PTA として再編することに

よって教育の民主化を試みた。 

PTA における基本構想づくりおよび資料政策

は文部省と GHQ の教育担当部局だった CI&E を中

心になっていたが，占領期の教育施策を実際に各

地域で展開する際に，その管理および指導を主に

担当していたのは地方軍政の方だった。CI＆E の

成人教育担当官だったネルソン（J.M.Nelson）は，

地方軍政を対象として全国を回りながら PTA の

結成方法および目的に関する講演をしたり，地方

軍政の教育担当官が東京に来て面談を要請する

際には直接対応をしたりする形で全国各地の

PTA 結成について助言を与えていた。同時に，地

域の状況によって PTA 育成の具体的な方針は多

様になりえることも想定していた（3）。そして地

方軍政の教育担当官は，各地の状況や日本人関係

者との協議を経て教育実践および政策に関する

指導助言を提供していた。各地域における PTA 問

題は，その地域単位における決定事項として軍政

部や日本側行政が各地の実情に沿って取り組む

べきものであった。CI&E の提案により 1947年 10

月文部省内に設置された「PTA 委員会」は，各小

委員会を通して「PTA の組織や運営に参考となる

情報を提供すること」（4）にその目的があり，地域

ごとの活動を統制したり統一したりするような

意図からのものではなかった。  

 

3  地域レベルにおける PTA 結成の動き 

3.1  九州地方軍政部からみた PTAの状況 

 戦後 GHQ の教育改革方針に伴い，地方軍政も

1947 年以降，各地の学校視察を通して教育環境

に関する情報収集をしていた。まだ文部省から

PTA の手引きが出る以前の段階では，九州地域の

45 校の新制中学校のうち，「16%の学校ではまだ

保護者組織が作られておらず，18%は結成の準備

をしていた。すでに保護者会を持っている 63%の

学校は，ほとんどが学校後援組織の形態を維持し

ていた」（5）と記録している。1947 年末，PTA の動

向としては，「特に田舎の学校は，学校まで歩く

距離が遠く， PTA に無関心であり，男女が一緒

になるグループは非効率的であるという認識が
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蔓延している」（6）ことが課題とされている。しか

し，1948 年以降，新しい PTA に関する理解が広

がり，地方軍政部は「情報提供」に注力し続ける

（7）。 軍政部は PTA の再組織に関する資料を各学

校に配布し，学校長を中心にまず PTA の理解を

増進するための作業に取り組んだ（8）。その中で，

福岡県軍政部は，PTA に関する制度的措置に取り

組んでいた。その詳細は次節でまとめる。 

 

3.2  福岡県の PTA 育成 

戦後の PTA 結成は，中央レベルにおける PTA 奨

励策に沿って，各地では地方軍政の指導および助

言を参考としながら PTA 発足に取り組むことに

なる。そして地域によっては独自的な施策を展開

する場合もあった。その一例として，福岡の「登

録制」に関する内容を簡単にまとめると表 2 の

とおりである。 

 

表 2 占領期 PTA 育成を目的とした地域レベル

における制度的措置（9） 

 福岡県 

PTA 結成奨励方法 登録制 

開始時期 1948 年 6 月～ 

地方軍政部の教育

担当官 

ライマン（S.A, Lyman） 

運営主体 福岡県父母教師会規約起

草委員会（1947 年 10 月）

→ 福岡県父母教師会企画

委員会（1948 年 2 月）→ 

福岡県父母教師会勧奨委

員会（1948 年 10 月） 

 

福岡県における戦後 PTA の動きとしては，ライ

マンの指導により 1947年 6 月冷泉小学校で初め

て結成され，漸次に福岡市内に拡大していった

（10）。同年 10 月，福岡工業学校，福岡商業高等学

校等に父母教師会が結成された（11）。ここからは，

軍政部の記録と地域郷土資料等からみられた当

時の状況について補足する。福岡県の初期 PTA 結

成に関わっていた軍政の教育担当官はスチュア

ート・A・ライマン（S.A, Lyman）で，彼は 1947

年 6 月，福岡軍政部民間情報教育課主任として

着任した（12）。その以前から福岡県内では，地方

軍政側から PTA における講習を学校で行なって

いたが（13），本格的なPTA再編の動きが出るのは，

ライマンの就任以降である。 

そこから表 2 で示したような各委員会の再編

を経て PTA の標準規約や登録における内容を定

めていくこととなるが，福岡軍政は，「既存の後

援会とは明確に異なる組織としての PTA」を作る

必要を提起している（14）。また，1948 年 5 月 福

岡県父母教師会企画委員会より PTA 最小規約

（Minimum Constitution）が作成され，6 月に県

内の学校に配布する際に登録のための申請書を

2 通添付した。そこでの各 PTAが登録を希望する

ということの意味は，「新しく作られた PTA の運

営において，県委員会が提供した PTA 最小規約

を採択する」という意思を表明するものであった

（15）。また，その規約はあくまでも「最小限」の

決まりであったため，各学校の状況に応じて規約

項目を追加することも可能であった。福岡軍政は，

このような登録の仕方が，「各学校によって PTA

最小規約を取り入れる原動力」になることを期待

していた（16）。最小規約が配布されてから約一ヶ

月間，26 校の PTA が登録申請をしている（17）。 

この時点では，登録における審査基準の具体的

な項目はなく，各学校は学校名を記入した登録票

を送ることで PTA 規約を採択したことを報告す

る形になっていた。それがより明確な基準に沿っ
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て審査を行うプロセスに変わったのは，1948 年

9 月以降である。同年 8月 9 日に結成した福岡県

父母教師会勧奨委員会が登録の合否を決定する

ことになり，この時点から各学校は登録票に加え，

「判定資料」を必ず送るようにした（18）。すでに

登録票を送った PTA も，判定資料を至急送るこ

とになった。 

それでは，当時 PTA 登録制の実際はどうだった

のか。福岡県で登録制が始まってから約 1 年間

で，福岡県内の登録 PTA は全体の約 10％にとど

まっていた（19）。登録有無による PTA への不利益

があったわけではなかったため，「登録なんて考

えないで，ここでやれることは何かという現場第

一主義から始めた」（20）という学校もあった。こ

のような状況の中でも，地方軍政部は登録された

PTA が徐々に増えていることに対して「今は登録

を申請した 16 校の PTA のうち 15 校が許可を得

ており，PTA が他の成人団体運営におけるモデル

組織として作用していることが興味深い」（21）と

評価している。当時登録申請をした PTA の多く

が結果的に登録許可を得たということであるが，

以下は 1949年 4 月に福岡市の PTA 登録における

状況である。 

 

表 3 占領期 PTA 登録状況（昭和 24年 4 月）（22） 

学校名 登録日 保護者世帯数 

会員数 会員数 
児童

数 
会長 男 女 保護

者 

非保

険者 

大名小学校 昭 24.4.27 1050 135 102 196 41 1555 保護者 

当仁小学校 昭 23.12.8 1236 63 375 400 38 1913 非保護者 

冷泉小学校 昭 23.3.30 576 91 21 84 28 827 保護者 

春吉小学校 昭 24.1.27 1485 70 76 85 61 2186 非保護者 

住吉小学校 昭 24.2.23. 1317 326 216 486 56 2193 保護者 

博多一中学校 昭 23.11. － 69 39 82 26 679 保護者 

各 PTA が軍政部に提出する判定資料には，「会

員数（男女別・保護者，非保護者別）」や「会長

は現に保護者か」等の項目が含まれていたが， 表

3 から分かるように，学校によっては全児童数や

世帯数に対してまだ PTA の会員数が少ない場合

や会員の男女比が偏っている場合でも，登録申請

は通っている状況が伺える。当時地方軍政による

登録制の推進は，今後の PTA 運営におけるきっ

かけづくりに意義があったと思われる。 

登録申請に関しては，「PTA 勧奨委員会」が先

に検討をし，後に地方軍政側に最終確認を得るプ

ロセスになっており，勧奨委員会の発足約 1 年

後，1949 年 8 月以降は学務課から社会教育課に

その業務責任を移管している（23）。 

一方，このような試みに対し，民間からは，官

の主導による天下り式の存在であるという批判

も同時に出ていた（24）。また，PTA 勧奨委員会の

組織再編以降，1949 年後半から一気に多くの PTA

登録における許可が増え，これに対し九州地域の

PTA 関係者は「PTA 登録の大量生産」が，最初の
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登録における目的の再認識を妨害していると指

摘している（25）。それは，「今までとかく狭き門と

して恐れられ一度判定をパスして登録されるや

鬼の首でもとったように喜び祝われたものがこ

う一挙に 50 校もドシと押し出ると何だか値打ち

が下がるような気がする。（中略）最初の若い登

録番号を得ている PTA は特に研究し努力して「父

兄後援会」から脱皮したものであるから優良なも

のもあったが，今後の登録は当然の第一歩に並び

得たもので，それが果たして優良に飛躍するか否

かは登録後の運営にまつ処多いといわねばなら

ぬ」（26）といった，登録の後の実際の PTA 活動に

おけるその内実の問題とつながるような指摘だ

った。 

 

3.3  占領後期における九州地域の PTA 育成 

そして 1950年以降，福岡県の登録制および PTA

勧奨委員会の運営は，九州地域のモデル事例とし

て拡大していく。教育委員会の発足以降，日本の

地方教育行政は自立の道を歩み始め，GHQ は地方

軍政の任務を再検討し，組織再編に挑んだ。そし

て，GHQ は地方の軍政部（Military Government 

Sections, Teams）を民事局・部（Civil Affairs 

Section, Teams）と改名し，1949 年 11 月からは

都道府県レベルの軍政部（民事部）を廃止し，そ

の任務と責任を地区レベルの民事部に合併する

（27）。つまり，1950 年以降，九州の各県における

軍政部「チーム」（M.G.Prefectural Teams）の教

育担当官制度を廃止し，九州地区全体における一

つの統括システム下で教育政策を管理すること

となる。実際，GHQ 側は 1949 年までの教育政策

について，「県ごとの差が激しく，九州地区単位

での指導および管理は容易でなかった」（28）と判

断し，より総合的な管理によって地域全体の均等

な教育政策の展開を期待していた。 

1949 年末，PTA 結成に関する占領側の認識とし

ては，「福岡県だけが九州地区で PTA の再編にお

ける明確な判断基準が設けられた地域であり，他

の県はまだ学校後援組織から初期の PTA に移動

している段階である」（29）と評価していた。当時

の状況としては，例えば宮崎県の場合，1948 年 3

月に軍政部により旧来の保護者組織はすべて強

制解散させる方針を取っていたが，「その後の

PTA 再編につながる段階で詰まっており，ごく一

部の学校だけが PTA を結成している」（30）とみな

されていた。 

 そこで，九州地区軍政部（民事部）は，1950

年の主要キャンペーンとして「真なる PTA の発

展」を打ち出し，地区全体の PTA 推進策を講ずる

（31）。この年の PTA 研究大会から出た主な提案と

して，「県レベルの PTA 諮問委員会を設け，福岡

県のような登録制を推進するとともに，地域の

PTA 改革に関する助言および指導を行う」方法が

議論された。1950 年 1 月から九州地区の各県は

PTA 登録制のための取り組みを始め，民事局は各

県における PTA 改革のため指導助言を提供した

（32）。1950 年 5 月の時点で，宮崎，鹿児島，熊本，

長崎県で PTA 諮問委員会が発足されている（33）。

この時点で占領軍は，PTA 改革における日本側関

係者の情熱的な姿勢は見えないと指摘していた

が（34），1951 年からは PTA 勧奨委員会を中心にモ

デル規約の作成，PTA 活動に関するラジオ放送配

信，モデル PTA の選定等の動きが報告されてい

る（35）。 

福岡県の PTA 登録制が地方軍政部および行政

関係者から評価された理由は，大きく以下の二つ

があげられる。 

一つ目は，PTA の登録（認定）における審査機

構の有無である。福岡の場合，文部省・CI＆E が

「PTA 参考規約」（1948 年 10 月完成され，同年
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12 月に都道府県教育委員会をとおして全国に配

布）を出す前から，県レベルで独自の組織「PTA

勧奨委員会」（1948 年 8 月発足）を中心に県内 PTA

の登録における判定・審査を行っていた。PTA 登

録における審査・判定の権限はこの「勧奨委員会」

にあり，その運営主体は地域の社会教育団体代表

を含め，民間寄りの委員構成となっていた。登録

制自体は軍政の助言から始まったものの，その実

際の運用に関しては主に日本側の官民協力体制

で物事が進んでいた。 

一方，熊本県でも同様の仕組みを導入していた

が，PTA の承認に関しては，熊本軍政の教育担当

官の単独決定事項あり，日本側に別途の委員会組

織を設けていなかった（36）。PTA 承認における判

定はすべて軍政部の教育担当官に委任されてい

た。そのため，日本側の意向は判定過程に反映さ

れず，占領終了後の継続性の問題があった（37）。 

二つ目は，審査基準の明確さの程度にある。福

岡県では，1948 年 9 月以降，11 項目に構成され

る PTA 判定資料を用いて明確な基準に沿って「審

査」を行う体制を確立する。判定資料の内容から

すると，PTA の運営における民主的プロセスが重

要視されていたことが分かる（38）。一方，熊本の

「認定制」においては，福岡のほど厳格な基準を

設けておらず，軍政官個人の判断に依存していた。

そこで，熊本県の PTA 会長および県教育行政は，

占領軍が撤収した後の空白を埋めるため，既存の

制度的措置を改編する方法を模索していた。その

内容としては，「明確で客観的な PTA 最小規約を

提供する」「登録における判断主体となる委員会

を別途設ける」「登録に関する委員会は，PTA 役

員のみではなく，外部の専門家を招く」などがあ

げられる（39）。 

 

 

4  調査結果の考察 

4.1  PTA 育成における占領軍の意図 

 中央からの CI＆E および文部省の政策方針に

沿って，地方軍政部も各地の PTA 結成を促すた

めの取り組みを展開していた。PTA を設ける目的

は，学校教育における問題解決に対し，役員のみ

ではない全会員の参加から，地域住民が教育問題

に関心を持ち，教育環境の改善に資することであ

った（40）。教育の責任は，保護者や学校だけでな

く，社会全体のものであるということから（41），

PTA を通して地域と学校の間に民主的で自主的

な意思疎通が創出されることを期待していたの

である。 

それ故に，地方軍政部の PTA 結成における制度

的措置は強制的ではなく，日本の実情を優先して

いた。福岡県の場合，最初の PTA づくりは軍政部

教育担当官の提案のよるものであったが，一度登

録制が始まってからは，その運用に関して軍政部

が直接的に関与することはなかった。また，中央

から下りてきた方針をそのまま適用するのでは

なく，地域の実情をもっとも知っている日本人関

係者に任すことを基本としていた。それは，「文

部省から出ている規約と多少の差異があるのも

当然で，福岡県の事情にそって最もやりやすい方

法といっても本質から離れては困るが，最も無理

のない自然な行き方がよい」（42）という考え方が

軍政部と県行政の間で共有されていたというこ

とである。また，登録制は PTA最小規約の導入に

関する措置であり，未登録に対して不利益があっ

たわけではないため，実際，登録制が始まった後，

登録率の進展は遅かった。 

 一方，PTA 結成における県行政の支援も最小限

のものであった。1950 年以降，PTA 育成に関する

事業の運営主体として，九州地域の各県行政は

PTA 諮問委員会を設けていた。この委員会は，こ



Center for Advanced School Education and Evidence-based Research  

Graduate School of Education, The University of Tokyo 

Working Paper Series in Young Scholar Training Program No.47, 2022 

10 

れまでの保護者組織における課題を分析し，各

PTA に改革のための資料を提供して，登録におけ

る判定をする機構であった（43）。その運営に関し

ては県教育委員会との協力から成り立つことを

想定していたが，実際，教育委員会が PTA 登録や

諮問活動のために事業予算として策定していた

金額は非常に微弱だった。福岡県の場合，「PTA 指

導費」として昭和 26 年度 81,000 円，昭和 27 年

度は 192,000 円での予算を策定，PTA 勧奨委員会

の開催や PTA スクールの開設に対応していた。

しかし，この項目は昭和 28 年度からは削減され，

それ以降の PTA 事業費は皆無となる（44）。このこ

とから終戦直後の教育予算として PTA 支援に使

われた予算は少なかったことがわかる。 

 つまり，戦後の PTA 結成は，占領軍と文部省お

とび地域行政からの指導や奨励はあったものの，

すでに各学校で作られていた保護者組織をどの

ように PTA として再編するのか，その具体的な

方法について，実際には各自の裁量にゆだねてい

たということになる。 

 

4.2  戦後 PTA 結成後の実情 

4.2.1  学校後援を目的とする PTA の財政負担 

戦後の新しい PTA における対策の一方で，実際

作られた PTA の様子としては，「従来の父兄会の

内容が今の PTA の内容とあまり異なったもので

はなかったため，発足後の運営には特に目新しい

ものがなく」（45），それが「PTAの組織を結成する

には困難」（46）を招く要因となっていた。それは，

終戦直後という時代的状況と相まって，「校舎が

やけ，教材もなくなっていたので，まず，最初の

仕事は資材，教材の購入のための募金」（47）をす

ることが PTA の主な仕事となっていたためであ

った。PTA が結成される以前においては，「これ

にかわる後援会組織はつくられて」（48）いたが，

学校に対する父母の経済的負担は，戦後 PTA に

受け継がれ，PTA の最初の問題は校舎増築・二部

授業解消等の現実問題であり，「校長にしてみれ

ば一日も早く何とか手を打って貰わねばという

ことで，一番苦労の多かった」（49）のは PTA だっ

た。県行政と軍政は，学校関係者・地域住民等を

中心に公聴会を開催し（50），各学校に学校の寄付

行為に関する公文を出すなどの対応をしていた

が（51），「なにぶん PTA に対する知識にとぼしく，

暗中模索のなかで PTA らしき会を発足させ，県

と占領軍の意向をうかがう」（52）状況となってい

た。 

一方，九州地区軍政部は，1950 年末にみられ

る PTA の学校財政援助における負担軽減の努力

を評価している。長崎市内の 25 校の市立小学校

長が PTA の負担軽減を目的として市議会に教育

予算の増額を要求，福岡県門司市議会は 1951 年

度の学校教育予算を 1 千万円増額した（53）。宮崎

県では，教育予算増額運動を展開し，1951 年度

社会教育予算の増額を実現させた（54）。このよう

な教育予算増額の動きと相まって，九州軍政は

1951 年以降から PTA 会費が大幅に削減されると

期待していた（55）。 

 

4.2.2  男女の役割分担 

戦後 PTA の再編は，「父兄会」「母の会」「学校

後援会」「保護者会」等の学校教育に対する支援

を目的としてきた団体を新しく PTA として作る

ものであり，そこで PTA は，男女問わず教育問題

に関する学習活動を推進する機構として描かれ

ていた。しかし，PTA の発足後も「PTA を支援す

る目的で母の会を別途設ける」（56）学校や「母の

会を保護者会の下部組織として設け」（57）る学校

では，役員は父兄会の父親中心で，学校の活動支

援は母の会の母親中心という，男女の役割が二分
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化されたままその活動を続いてきた。それに対し

軍政部は，「PTA の活動が活性化されてない地域

で結成しうるもの」（58）だと判断，「より男女が一

緒に参加できる PTA プログラムを開発するよう

に」（59）助言している。 

学校教育を支援することも PTA の活動の一部

であるが，それを通して地域社会内で男女の役割

分担における再認識につながらないと，PTA と

「母の会」を統合的に理解することに至らないこ

とが課題となった。そこで九州地区の地方軍政部

は，PTA における再編について，「女性の参加」

や「発言の機会」，または「女性役員の割合」の

ような項目を，「民主的な PTA」の基準としてみ

なしていた（60）。 

 

4.2.3  新たな試みの創生 

占領期後半における PTA 活動に関して，九州軍

政は，自主的な学習活動がみられることを評価し

ていた。例えば，佐賀県有田町では教師が現在の

学校や地域に生じている問題を提起し，住民はそ

の問題の改善のために特別委員会を設け始め，宮

崎県富島では，PTA 連絡協議会を中心にアメリカ

PTA 研究を実施，職業指導委員会を設けて中高生

を対象に職業に関する相談を提供したことが

PTA の成果として報告されている（61）。また，1951

年から「PTA は強制加入制ではない」という認識

が広がりをみせていた。1951 年 3 月，鹿児島県

PTA 連絡協議会が 「保護者は自由意志（Volition）

によって PTA に加入する自由を有する」（62）こと

を明示化し，九州軍政がこのような動きを PTA の

成果としてあげていることは，以前までの PTA 加

入における占領軍と日本側の理解が一致してい

なかったことを反証するものである。 

1950年から 1951年にかけて PTAへの理解を深

めるための行政からの方針は，PTA の役員を主な

対象とする PTA スクール中心となっていた。一

方，住民側からも，占領軍の指導から始まったと

は言え，新しい PTA の民主化について学習活動

を試みるところもみられる。学校援助以外の活動

が「とにかく何やってもいいものやら，皆目見当

がつかん中で始めたのが町別懇談会」（63）として

展開され，学校レベルでも，成人教育活動の一環

として「母親学級」「父親学級」「両親学級」「部

落分会」等の活動が推進された。 特に，「部落分

会」は地域の社会教育団体を中心に，家庭および

部落の協同を図り，「児童をよりよい環境の中に

育てる純真として実行力のある社会人の育成を

めざすと共に，会員自らの人格の向上につとめる」

（64）ことを目的としており，公民館と学校の連携

に取り組んでいた。 PTA の活動における重点を

部落分会におき，一部落一テーマの研究を推進し

（65），開校時から「学校教育と社会教育の一体化」

をめざしてコミュニティスクールを標榜し，「無

理をしない」ということをモットーに教育運営に

あたる PTA が登場するようになった（66）。また，

各市町村の PTA 連合会では，自主的な研究活動

を行い，研究指導 PTA を自ら選定し，PTA 活動の

発展における努力を続けた。その過程の中で多数

の研究会が開催されたことは，地域の PTA 運営

における純粋な発展の成果といえよう。 

 

5  まとめ 

本稿では，地方軍政の独自的な PTA 育成策とみ

られる福岡の事例をまとめたうえで，それが後に

九州地区のモデル事例として議論されるように

なった経緯を明らかにし，占領期後期における

PTA 結成の成果および課題を考察した。また，PTA

結成に関する占領軍の記録と実際の PTA 参加者

の発言をみることによって，戦後の PTA 育成に

おける特徴と課題をまとめた。 
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九州地区では，福岡県の登録制を活用し，各県

では PTA 勧奨（諮問）委員会を中心に PTA 再編の

進展を試みていた。それは，合理的な基準の設定，

日本側の継続的な努力を促す PTA 再編に効果的

なものとして軍政部から評価されていた。 

一方，日本の地域社会では PTAの以前からすで

に保護者会や父兄会等が組織されており， 戦後

の学校教育における財政不足を背景として，戦後

の PTA の実際の様子が大きく変わることはなか

った。地方軍政の指導と勧奨があったため，PTA

の結成は促進されたが，学校に対する父母の経済

的支援はそのまま PTA の仕事として残されてい

た。 

地方軍政部は戦後の PTA 活動が，旧来の父兄会

や学校後援会と明確な差を持たなくなっていた

状況を知っていながらも，PTAに対して強制解散

といった直接的措置は取り入れてなかった。占領

軍は PTA の持つ個人の自由な参加による民主的

なアソシエーションとしての特質を育成の目的

としつつ，同時にその目的の達成のためには当時

の日本の実情にあった PTA の様子に介入せず，

それを認めざるを得ない矛盾が共存していたと

思われる。占領軍がアメリカ式の PTA が日本で

は実現できないと判断していたのか，それとも戦

前からの学校父兄会・母の会などを PTA に移行

させることを認めていたのかに関しては，当時の

軍政関係者の記録を探ることによって，今後のよ

り深層的な分析が必要である。 

また，本稿では，PTA に関する占領軍側の活動

や対策に記述の重点が置かれている。今後の課題

としては，旧来の父兄会等が，戦後 PTA となるこ

とによってどのような変化が起こっていたのか，

実態に基づくより具体的なデータ分析が求めら

れる。また，占領軍と日本の PTA における認識の

相違について，両国の地域社会における教育自治

や学校と保護者の関係についてより比較的な観

点からの分析が必要である。後に二宮（1978）が

述べた「アメリカからの PTAを移入しながら，形

だけで心は移されなかった。しかし，だからとい

って，日本の PTA に心がないとは思わない」（67）

とはどういうものなのか，その「心」についての

考察は，各地の PTA 運営における地域住民の具

体的な努力の様子を探索することによって可能

になると思われる。 
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